
 

佐
賀
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に 

公
布
す
る
。 
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佐
賀
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条 

例 

佐
賀
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
佐
賀
県
条
例
第
四 

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
設
置
）

第
一
条

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
そ
の
他
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
等
を
提
供
す
る
施
設
の
緊
急
な
整
備
等
（
以
下

「
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す

る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
佐
賀
県
介
護
基

盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

参
考
資
料
　

佐
賀
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
新
旧
対
照
表

（
設
置
）

第
一
条

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
そ
の
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

等
を
提
供
す
る
施
設
の
緊
急
な
整
備
等
（
以
下

「
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す

る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
佐
賀
県
介
護
基

盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

改 

正 

後

改 

正 

前
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